
小
牧
税
務
署
長
名
で
「
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
」

と
い
う
文
書
が
届
い
て
い
ま
す
。
（
左
画
像
）

「
書
類
の
提
出
」
と
い
い
な
が
ら
、
実
質
的
に
は
、

白
色
申
告
者
で
確
定
申
告
時
に
「
収
支
内
訳
書
」

を
提
出
し
な
か
っ
た
納
税
者
に
、
提
出
を
督
促
す

る
た
め
の
文
書
で
す
。

「
収
支
内
訳
書
」
は
、
昭
和
 59 
年
３
月
の
所
得

税
法
改
悪
に
よ
り
、
個
人
・
白
色
申
告
者
へ
提
出

が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
民
商
の
強
い
反
対
運

動
で
、
提
出
し
な
か
っ
た
人
も
罰
則
や
不
利
益
な

扱
い
は
受
け
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

小
牧
税
務
署
と
毎
年
の
交
渉
で
も
「
収
支
内
訳

書
の
提
出
が
な
い
こ
と
を
も
っ
て
税
務
調
査
を
す

る
よ
う
な
不
利
益
な
扱
い
を
す
る
こ
と
は
な
い
」

と
明
確
な
回
答
を
得
て
い
ま
す
。

一
方
で
法
人
事
業
所
へ
の
申
告
書
等
は
今
年
の

５
月
か
ら
送
付
さ
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。
手
書
き

で
申
告
書
を
作
成
し
て
い
る
会
員
か
ら
は
「
ど
う

し
た
ら
い
い
の
か
」
な
ど
の
声
が
寄
せ
ら
れ
て
い

ま
す
。
税
務
署
の
対
応
お
か
し
く
な
い
で
す
か
？

こ
の
文
書
だ
け
で
な
く
「
所
得
税
及
び
復
興
特

別
税
の
予
定
納
税
」
と
い
う
文
書
が
届
い
て
い
る

人
も
あ
り
ま
す
。
「
前
年
分
の
所
得
金
額
や
税
額

な
ど
を
基
に
計
算
し
た
金
額
（
予
定
納
税
基
準
額
）

が
15
万
円
以
上
で
あ
る
場
合
、
そ
の
年
の
所
得
税

お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
の
一
部
を
あ
ら
か
じ
め

納
付
す
る
と
い
う
制
度
」
に
も
と
づ
い
て
送
付
さ

れ
る
も
の
で
、
前
年
の
所
得
税

の
三
分
の
一
ず
つ
を
７
月
末

（
第
１
期
）
と
11
月
末
（
第
２

期
）
に
納
め
る
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。

今
年
の
所
得
見
込
み
が
前
年
を

下
回
っ
て
予
定
納
税
の
対
象
と

な
ら
な
い
場
合
「
減
額
申
請
手

続
き
」
が
あ
り
ま
す
。
第
１
期

の
期
日
は
七
月
十
八
日(

火)

、

第
２
期
は
十
一
月
十
五
日(

水)

で
す
。

詳
し
く
は
事
務
所
ま
で
お
尋

ね
く
だ
さ
い
。

春
日
井
市
こ
と
ぶ
き
町
一
八
三
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会計 山崎孝亀

毎年好評の
小豆島ソーメン
入荷しました

(仕入代金が大幅に
上がったためやむを得
ず値上げいたしました)

収支内訳書の提出がなくても不利益な扱いはしない

源
泉
所
得
税
の
納
期
限
は

七
月
十
日(

月)

で
す

従
業
員
や
青
色
専
従
者
の
給
料
か
ら
天
引
き
し
た
源
泉

所
得
税(

１
月
～
６
月
分)

の
納
付
期
限
は
納
期
の
特
例
を

受
け
て
い
れ
ば
七
月
十
日(

月)

に
な
り
ま
す
。
１
日
で
も

遅
れ
る
と
「
不
納
付
加
算
税
」
や
「
延
滞
税
」
が
課
せ
ら

れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
納
付
書
の

書
き
方
が
わ
か
ら
な
い
方
は
事
務
所
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

七
月
十
四
日(

金)

は
事
務
所
が
お
休
み
に

な
り
ま
す
の
で
ご
了
解
く
だ
さ
い

算定基礎届の提出締切は
7/10(月)です

社会保険に加入している各事業所に算
定基礎届が年金事務所から届いています。

社会保険料は、源泉所得税や雇用保険
料等と異なり、毎月の給与額が変動して
も保険料は変動せず、４〜６月に支払っ
た給与の総支給額の平均額をもとに算出
された標準報酬月額に基づいた保険料を
１年間支払うことになっています。

この標準報酬月額を算定するために１
年に１回提出する届出書のことを算定基
礎届といいます。

提出締切は 7 月 1０日(月)です。
書き方のわからない方は事務所までご

相談ください。


